（別　紙）
（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価の実施免除
に係る手続について

１　外部評価の実施の免除について
　　（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所（以下「事業所」という。）は、少なくとも１年に１回は外部評価を実施しなければなりませんが、５年間継続して外部評価を実施した事業所は、次の要件を満たしていると認められた場合は、申請により次年度の外部評価の実施が免除されます。
　(1) 自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を保険者に提出していること。
　(2) 運営推進会議が過去１年間に６回以上開催されていること。
　(3) 運営推進会議に、事業所所在地の保険者の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず　　出席していること。
  (4) 自己評価・外部評価結果のうち、外部評価項目（福岡県外部評価実施要領別紙１）の２、３、４及び７の実践状況（外部評価）が適切であること。

　※根拠・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成18年厚生労働省
　　　　　令第34号）第97条第8項
　　　　・「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予
　　　　　防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省
　　　　　令第36号)第86条第２項
　　　　・「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規
定する自己評価・外部評価の実施等について」（平成18年10月17日老計発1017001厚生労働
省老健局計画課長通知）2(1)、(2)及び(3)
　　　　・「福岡県外部評価実施要領」第３

２　免除の手続について
　(1) 事業所に対する照会（保険者→事業所）
　　　各保険者から関係事業所に対して、外部評価の実施の免除（以下「免除」という。）申請手続について通知を行う。
　(2) 申請書の提出（事業所→保険者：１２月～１月）
　　　免除を希望する事業所は、「外部評価の実施に係る申請書」（様式１。以下「申請書」という。）を、保険者に提出する。
　(3) 意見書及び申請書の提出（保険者→県：令和８年２月２７日（金）まで）
　　　保険者は、事業所から提出された申請書について免除の要件を確認し、免除が適当である
　　と認めるときは、免除に同意する旨の意見書（様式１－２）を付して、県に提出する。
　(4) 免除の決定（県→保険者、県→事業所：３月）
　　　県は、保険者から提出された申請書を審査の上、免除が適当であると認めるときは免除を
　　決定し、保険者及び当該事業所に通知する。
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